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○議長（中西峰雄君）次に、順番11、２番 阪

本君。 

〔２番（阪本久代君）登壇〕 

○２番（阪本久代君）通告に従いまして、一

般質問を行います。 

 まず最初の１項目めは、一般廃棄物の減量

についてです。 

 循環型社会の形成や地球温暖化対策のため

に、焼却ごみの減量、またリサイクルの推進

は大事なことです。また、広域の負担割合は、

ごみ量によって決まりますので、橋本市の負

担を少なくするためにも、ごみの減量化は大

きな課題であると思います。 

 広域でごみ処理が行われるようになって１

年たちました。新しい分別の仕方に慣れ、ご

み袋値上げの影響が少ないと思われる現在、

ごみの減量が進んでいるのかどうか検証し、

さらに減量するために何が必要か考えたいと

思います。 

 まず１点目、2009年３月と2010年３月の生

活系可燃ごみと事業系可燃ごみの排出量はど

うなっていますか。 

 また、それぞれのごみの総排出量はどうな

っていますか。 

 ２点目、市民は分別を進め、可燃ごみの収

集を週２回から１回にするなど、ごみの減量

に協力しています。 

 それでは、事業系はどうなのか。企業誘致

を積極的に推進していることから、今後も増

加が見込まれると、一般廃棄物処理基本計画

に書いてありますが、広域の負担割合を決め

るとき、生活系、事業系ごみの総量が基準に

なります。事業系ごみの減量は、避けられな

い課題だと思います。一般廃棄物処理基本計

画の中に、事業系ごみの排出の抑制がありま

す。市内にある一定規模以上の事業所に対し

て廃棄物減量計画書の提出を要請し、減量目

標を達成するように指導を行うのが、平成22

年度からとなっています。昨年６月議会で、

一定規模とは、と質問したところ、多量排出

事業者ということで、一日平均50㎏以上出さ

れる事業所と答弁をいただきました。多量排

出事業者はいくつありますか。 

 ３点目、市民や零細業者の負担を増やすこ

となく、さらに減量を進めることが必要だと

思いますが、どうお考えですか。 

 ２項目めの質問に移ります。福祉タクシー

についてです。 

 重度心身障がい者・障がい児に対し、タク

シーの基本料金相当額を福祉タクシー利用券

として交付する制度があります。次の３点に

ついて質問を行います。 

 １点目、福祉タクシーの目的は何ですか。 

 ２点目、昨年度の実績はどうなっています

か。 

 ３点目、紀の川市が実施しているように、

タクシー券か燃料費利用券の選択制にできま

せんか。 

 ３項目めに移ります。林間田園都市駅周辺

の整備についてです。 

 林間田園都市駅周辺には、送迎用のスペー

スが少ないため、朝夕の通勤・通学時間帯に

は車が集中します。特に、タクシー乗り場か

らオークワまでの駐車場に挟まれた道路が二

重駐車に近い状態となります。交通安全上、

危険だと思いますが、どうお考えですか。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君の一般質
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問に対する答弁を求めます。 

 市民部長。 

〔市民部長（井浦健之君）登壇〕 

○市民部長（井浦健之君）一般廃棄物の減量

についてお答えいたします。 

 平成21年３月と平成22年３月の生活系可燃

ごみと事業系可燃ごみの総排出量について、

生活系可燃ごみの平成21年３月は86万5,850

㎏、平成22年３月は84万290㎏であり、同月比

較では２万5,560㎏の削減となっております。 

 また、事業系ごみ・直接搬入ごみの平成21

年３月は41万9,190㎏、平成22年３月は42万

2,440㎏であり、3,250㎏の増加になっており

ます。 

 なお、平成21年３月の各ごみの排出量につ

きましては、平成21年８月からの広域ごみ処

理場への移行までの間、橋本地域と高野口地

域にありました焼却施設において、異なるご

み分別により処理を行っておりました関係な

どにより、正確な比較・検証が困難であると

考えております。 

 次に、多量排出業者についてですが、本市

の事業所から排出されます事業系一般廃棄物

について、事業者は自らの責任において広域

ごみ処理場へ搬入して処理を行う方法と、本

市の事業系一般廃棄物収集運搬許可業者と契

約を行う方法があり、平成22年４月現在、本

許可業者と契約を行っている事業所は671事

業所であります。 

 議員おただしの多量排出事業者について、

橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理

等に関する条例施行規則第２条において、一

日平均50㎏を超えるごみ排出事業者に対して、

多量排出事業者と定め、橋本市廃棄物の減量

化、資源化及び適正処理等に関する条例第９

条では、多量排出事業者の義務として、廃棄

物の排出抑制及び再利用並びに適正処理に関

する計画書を作成させ、提出させることがで

きることになっております。 

 なお、21年７月策定の一般廃棄物処理基本

計画（ごみ編）第５章第４節の事業系ごみの

排出の抑制において、平成22年度より多量排

出事業者への廃棄物減量計画書の提出要請等

を行うことになっており、現在計画書等の様

式など、事務作業を進めている次第でありま

す。 

 次に、市民や零細事業者の負担を増やすこ

となく、さらなる減量を進めるための施策に

つきましては、国等の廃棄物処理に関する指

針や本市の一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）

に基づき、ごみの減量化及び資源化を推進し、

市民・事業者の意識醸成を行いたいと考えて

おりますので、ご理解を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（上田敬二君）登壇〕 

○健康福祉部長（上田敬二君）福祉タクシー

についてお答えいたします。 

 まず、福祉タクシーの目的でありますが、

福祉タクシーは重度障がい者に対し、タクシ

ーの利用料金の一部を助成することにより、

障がい者及びその扶養者の経済的負担を軽減

するとともに、障がい者の社会活動の範囲の

拡大並びに福祉の増進を図ることを目的とし

ています。 

 なお、福祉タクシー利用券の対象者は、18

歳以上の人で、身体障害者手帳１・２級、療

育手帳Ａまたは精神障害者保健福祉手帳１級

の交付を受けた方、また18歳未満の人で級に

関係なく手帳の交付を受けた方が対象になり

ます。利用券は、１枚につきタクシー１回分

の基本料金を助成し、年度内で25枚を限度と

します。 

 次に、昨年度の実績については、対象者

1,273人のうち、申請のあった820人の方に交

付しました。また、福祉タクシー券利用枚数
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は7,744枚で、金額にして456万5,520円を支出

しております。 

 次に、紀の川市が実施しているように、タ

クシー券か燃料費利用券の選択制にできない

かとのおただしですが、福祉タクシーの目的

として、重度障がい者が少しでも社会活動範

囲を広めていけるように外出を支援する事業

でありますので、自ら車を運転できる障がい

者の方を想定しているものではありません。 

 仮に、燃料券を発行した場合、障がい者本

人のために間違いなく利用されていることの

確証が非常に困難であります。また、運用面

で、燃料券、すなわちガソリン券の購入に際

し、業者との単価契約の時期等の問題が発生

してきます。このように、障がい者のための

燃料券発行は、正しく公平、適正に利用して

いただくには難しい問題があり、このことか

ら紀の川市以外に広がっていかないのが現状

であります。 

 ちなみに、障がい者で車をお持ちの方には、

自動車税や自動車取得税の減免制度もありま

す。 

 以上、ご理解いただけますようお願いいた

します。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

〔建設部長（樽井豪男君）登壇〕 

○建設部長（樽井豪男君）林間田園都市駅周

辺のスペースが少なく、二重駐車に近い状態

となり、交通安全上危険だと思いますが、ど

うお考えですかとのおただしですが、市道三

石台５号線沿いの駐車に関することであると

考え、ご答弁いたします。 

 この道路は、駅前へのアプローチ道路とし

て送迎車両を考慮し、３車線で計画施工され、

道路交通法上も駐車違反取締区間となってい

ますが、停車は可能な区間となっています。 

 ご存じのとおり、南海電気鉄道株式会社に

よる土地区画整理事業により、昭和53年から

平成４年にかけて開発され、市道を含む公共

施設等については換地処分登記により橋本市

に移管を受け、維持管理を行っております。 

 この道路を改良するには、まずその用地確

保が必要となりますが、当市道の周辺は民有

地に換地されており、非常に困難であります。 

 また、駐車帯を追加施工したとしましても、

送迎車両が集中する時間帯には、車線をはみ

出す状態が発生すると推測されます。 

 通行の安全確認に十分注意を払っていただ

きまして、現状での利用をしていただきたい

と考えますので、ご理解のほどお願いいたし

ます。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）ありがとうございます。 

 一般廃棄物の減量についてから、再質問を

行います。 

 まず、１点目、確認なんですけれども、こ

の生活系のごみは２万5,560㎏減量したけれ

ども、事業系また持ち込みを含めては3,250

㎏増えた、でよろしいでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）そのとおりでござ

います。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）②番のところでは、平

成22年、今年度から多量排出事業者に対して

減量計画書の提出の要請を指導するというこ

とになっているけれども、今現在容積も含め

検討中であるということなんですけれども、

一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）によりま

したら、平成21年度に検討して、22年度から

要請指導に入るということになっているんで

すけれども、実際には22年度中ではあります

けれども、実際には遅れているといいますか、

なかなか多量排出事業者がどういう職種の業
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者であるのかも含めて、何もわからない状態

であるというふうに解釈してよろしいでしょ

うか。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）まず、多量排出事

業者に対する計画書の関係でございますけれ

ども、議員おただしのとおり、21年度で検討

で22年度からという形で、廃棄物処理基本計

画ではそうなっております。 

 言いわけになるかわかりませんけど、機構

改革との関係もございまして、ちょっと遅れ

ております。今現在、計画書の様式等をつく

っておる最中でございます。近々に計画書様

式を策定しまして、事業者のほうへ送付して

いきたいなというように考えております。 

 ただ、年々多量排出事業者を市が把握して

ないんかということでございますけども、許

可業者のほうから報告書というのをいただい

ておるわけです。どの事業所といくらで契約

を交わしておるかという、そういった報告を

いただいておるわけですけども、その中で逆

算をしていきますと、これはあくまでも推計

値でございますけども、多量排出事業者と言

われる推計事業所が約25件ほどあるんじゃな

いんかなというところまでは、あれとしては

押さえておるわけでございます。ただ、これ

はあくまでも契約の金額でございますので、

実際それ以上事業所があるんかなというふう

な気もしますけども、一応我々としてはそう

いった数値で押さえとるということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）橋本市の広域に対する

負担を決めるときに、ごみの量が非常に大き

く関係してくる中で、先ほど１番でも、家庭

系のほうはどんどん減ってきていると。一方

で、事業系のほうはいろいろな理由はあると

思いますけれども、１年間だけですけど、増

加にある。そういう中で、先ほどいろいろな

条例とかいろいろな紹介されて、事業所に対

しても減量を求めていくということは、以前

からされていることだと思うんです。 

 ただ、一般廃棄物処理基本計画を読んでい

ましたら、家庭系ごみについて、例えば生活

系のごみの減量の目標については、平成28年

度で一日１人当たり736ｇまで減らすという

ことであるとか、ごみの総排出量は、年間２

万4,350ｔまで減らすとかいう基本目標値は

書いてあるんです。 

 だから、家庭系といいますか、生活系に関

しては目標値も決めてどんどん減量していく

と。一方、それならば事業系に対しては、資

源化とか減量とかを求めていくんですけれど

も、実際にどういう目標で減らしていくとい

ういいますか、そういうのは決められている

んでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）一般廃棄物処理基

本計画（ごみ編）の中でございますけれども、

この中で計画の目標という第３節にもあるわ

けですけども、ここで基本目標とそして自主

推進目標と二つ掲げております。 

 基本目標につきましては、広域のいわゆる

処理基本計画の中で策定された目標になるわ

けですけども、まだそれよりもいっこもうち

ょっと多いというんですか、ごみ減量多い目

標というのを自主推進目標として市としては

掲げておるわけです。 

 その中で、家庭系ごみと事業系のごみと分

けておるわけですけども、例えば処理基本計

画66ページになるわけですけども、ここの表

５－３の３、目標の設定根拠という表がある

わけですけども、ここにおきまして可燃ごみ

については単純推計結果から毎年1.8％ずつ

減量を、橋本市衛生自治会等の協力を得なが
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ら行っていきたいというふうに記載をしてお

ります。その下に、事業系一般廃棄物という

下から２行目になるわけですけども、ここに

事業系一般廃棄物につきましては、排出抑制

分別徹底により、単純推計結果から毎年1.5％

ずつ減量もしくは資源物として分別の徹底を

図っていきたいというふうに記載をさせてい

ただいております。そういったことで、自主

推進目標値の中にこういった形で減量目標を

掲げておるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）そうしましたら、この

各事業所に、各といいますか、多量の排出事

業所に対して、毎年1.5％ずつ減量していくよ

うなそういう目標に合致するような計画書の

提出を求めていくということでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）当初から1.5％して

いくのと違って、まずそれぞれの事業所の減

量計画書というんですか。それを出していた

だきまして、その中で市のほうでいろいろと

検討させてもらう中で、指導等を行っていき

たいなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）多量の事業所にこだわ

っているわけなんですけれども、先ほど推計

では25件あるということです。事業所にして

みれば、１カ月これこれという値段を決めて、

また業者に対してお金払って集配に来てもら

っていると。そういう中で、お金払っている

んだから、減量しなくていいんじゃないかと

いう、減量というか分別はかなり面倒なこと

ですので、減量しなくてもいいんじゃないか

なというふうな考えを起こさないかなと勝手

に心配もするわけなんですけれども、25件と

いうのは、大体業種でいいましたら、どうい

うところが橋本市でいえば多量にごみを排出

する業種なのか、わかりますでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）25業者の内訳でご

ざいますけども、食料品等の販売店、これが

11事業所で44％。飲食店が３事業所で12％。

その他ということで、娯楽施設、いわゆるパ

チンコ屋等になろうかと思うんですけども、

が11事業所ということで44％。以上、25業者

の内訳として、そういう形でつかんでおりま

す。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）そうしますと、どちら

かというと、残飯が多いということになるん

でしょうか。 

 だんだんどういうところがごみを出すのが

多いかというのがわかってくれば、どういう

ところにどういう方策をとればごみが減って

いくのかというのが見えてくると思うんです

けれども、その中で報告書とか計画書とかい

ろいろ検討する中で、また３番目にもつなが

ってくるような対策が見えてくるのではない

かなと思うんですけれども、そういう方策と

いいますか、これからの検討課題として考え

ていかれますでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）まず、業者別の啓

発でございますけども、昨年だったと思うん

ですけれども、当時の環境事業室の当時に商

工会議所のほうへおじゃまさせていただきま

して、いわゆる事業者の方のごみの減量につ

いて、説明やらお願い等をさせていただいて

おります。それとあわせて、まだ日にちは決

まっておりませんけども、飲食店とか食料品

等の販売店が多いということで、そうした組

合等で会合、寄り合いというんですか、会議

があるときに、ちょっと時間を割いていただ
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いて、私どものほうから協力のお願いやら説

明に行かせていただきたいなというふうな計

画も現在考えております。 

 それと、特に事業系の廃棄物につきまして

は、このごみ処理基本計画の、これも78ペー

ジに載っておるわけですけども、記載してお

るわけですけども、先ほど申し上げておりま

すように、事業系の一般廃棄物につきまして

は、やはり事業者の方が自ら処理をしていた

だくというのが原則でございますので、自己

処理責任の周知の徹底等を行っていきたいと

いうことを、ここでも記載をさせていただい

ておるわけですけども、そういった形で分別

とごみの減量化というのを、さらに事業所の

皆さんにもお願いをしていきたいなと、いろ

んな機会を通じてお願いしていきたいなとい

うように考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）何度も言ってますけど

も、橋本市の負担を減らすこと、またそれで

予算が残ってくればまたほかにも回していけ

るということにつながりますので、ぜひ事業

系のごみを減らすことにも、今後とも取り組

んでいくということで、よろしくお願いしま

す。 

 なお、77ページに今度中小事業所に対する

自主的な計画策定の呼びかけというのが、今

度また平成22年度に検討して、23年度から呼

びかけということにはなっているんですけれ

ども、50㎏以下といったらまた幅が広過ぎて、

本当に自分の家で捨てるというか、零細の業

者の方にまでいろいろと負担を増やすような

ことにならないように、段階といいますか、

ランク分けするなどして取り組んでいっても

らえたらなというふうに要望いたします。 

 ２番の福祉タクシーに移ります。 

 先ほど、１番の目的で、橋本市福祉タクシ

ー事業実施要綱の目的のところ、そのまま読

んでいただいたんですけれども、この中で先

ほど３番目の燃料費利用券、そもそも想定は

外出支援で本人が運転する場合は想定してい

ないというふうに言われたんですが、先ほど

も言っていただいた目的の中には、障がい者

及びその扶養者の経済的負担を軽減するとと

もにということで、経済的負担を軽減すると

うのも目的の中に含まれています。また、２

番目の対象者の中には、18歳未満の級に関係

なく障害者手帳を持っている方が対象になっ

ているということですので、その保護者の経

済的な負担を軽減するために、タクシー券だ

けでなく、燃料費というのも、考え方の一つ

ではできると思うんです。 

 昨年の実績、先ほどおっしゃいましたけど、

対象1,273人のうち820人が交付を受けられた

ということで、大体64％の方が交付を受けて

いるんです。最初からタクシーに乗ることは

ないと思われる方は、多分申請しないという

ことで、３分の２ぐらいの交付率になってい

るんだと思うんです。１年間で25枚。25枚と

いうことは、大体通院とかに使うときに往復

２枚と考えたら、月に１回ぐらいは外出でき

るという枚数が25枚じゃないかなと思うんで

すが、この820人に25枚を掛けたら２万500枚

になります。そのうち利用されたのが、7,744

枚で、37.8％の利用率になるんです。 

 一方で、ずっとお聞きしてたら、合併した

ときには20枚だったんだけれども、もっと増

やしてほしいという要望があって、現在25枚

になっていますという説明をいただいたんで

すが、利用されている方は本当に利用して外

出に使われていると思うんです。でも、一方

自分で車を運転される方とか、保護者の方と

かは、まだこのサービスの恩恵を受けること

ができないんです。利用率が低いということ

から見ても、本当に目的を達成するためには、
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燃料費利用券というのも一つの考え方だと思

うんですけれども、そうは思われませんでし

ょうか。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）ちょっと目的

のところで、こちらの考え方と阪本議員の考

え方でちょっと拡大の範囲が広いのかなと思

っております。 

 基本的に私たち、理解しておりますのは、

障がいを持つ方の日常生活の行動範囲を広げ

るためにバス等の公共機関を利用することが

困難な方がタクシーを利用するという考えに

立脚しておりますので、その辺の違いがある

のかなと思っております。 

 それと、予算の範囲内でと、今年は450万円

なんですけれども、ガソリン券にしましたら

当然家族の方も運転、障がい者を乗せて送迎

等運転することになると思うんですけれども、

非常にガソリンの値段にしてもばらつきがあ

りまして、いつの時点で契約するのか。役所

については、概ね年いっぺんとか年２回、あ

るいは四半期ごとと、そういうような契約の

仕方をやりますけれども、予算の執行が非常

にやりづらいという思いはあります。 

 ちょっと答えになってないですけども、現

実としてはそういう問題が起こってくるのか

なと思っております。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）私、別に拡大解釈はし

てないと思うんですよ。目的のところに書い

てあるそのままを読んでるわけなんです。先

ほども部長が１番のところで答えられたよう

に、タクシーの利用料金の一部を助成するこ

とにより、障がい者及びその扶養者の経済的

負担を軽減するとともに、障がい者の社会活

動の範囲の拡大及び福祉の増進を図ることを

目的とする。だから、障がい児を持っておら

れる方が、自分が運転するのでタクシーに乗

ることなく自分で子どもを乗せて移動するこ

とができると。その場合は、経済的負担の軽

減て言ったら具体的なガソリン代になってく

ると思うんですけども、そのことと、でも家

族の方が運転できない場合に、タクシーを使

ったときは初乗り料金ではあっても、経済的

負担の軽減するサービスがあると。拡大解釈

はしてないと思うんですけど、いかがですか。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）要綱を見る限

り、障がい者及びその扶養者の経済的負担を

軽減てあるんですけれども、運用として阪本

議員の解釈もできるのかなと今、思っており

ますけれども、現在までの運用として障がい

者本人単独での行動、付き添い要る要らない

というよりも、障がい者自身のために使われ

ているかどうかという物差しで運用しており

ますので、そういう家族代行者まで想定した、

現在運用はこれまではしておりません。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）昨年の実績で、先ほど

は全体のと言われたんですけれども、18歳未

満で言いましたら、対象が112人に対して、事

前にもらった資料によりますと、交付者が57

人で交付率は52％です。18歳になるまでは自

分自身運転免許も取れませんので、どうして

も移動するときに家族なりということになっ

てきます。18歳以上から65歳未満では交付率

が64％。65歳以上だと66％。全体では64％の

交付率になるんです。結局、18歳未満の方に

ついては、やっぱり家族が一緒に移動という

ことはもうよくあると思うんです。むしろ家

族と一緒に障がい児の方は移動することのほ

うが多いと思いますので、そうではないです

か。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）先ほどから私、

障がい者個人がとか単独というような言葉使
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ったのかどうかわかりませんけど、障がい者

が使うということで、答弁させていただいて

おりますけれども、要は18歳未満、当然それ

は私も承知しておりまして、家族が付き寄せ

たり、運転を代行するという先ほどから言わ

せていただいているんですけれども、そうい

うケースが往々に多々あると思います。 

 ただ、運転する場合でも、障がい者がどこ

どこへ作業所へ行くとか、病院へ行くとか、

買い物に行くとか、そういう場合に障がい者

がどこどこの場所へ行きたいという目的を持

って車が運行されているかどうか。タクシー

でしたら、第三者が介在しますので、疑るん

じゃないんですけれども、公共交通機関を利

用できないという前提のもとにタクシーを利

用しますので、どこどこの場所へ行くために

第三者が運転する車を使用すると。ただ、家

族のマイカーを使われますと、障がい者本人

の目的のために100％とは言いませんけれど

も、目的のために使われるかどうかその確証

がとれないという場合もあると思います。障

がい者が行きたい場所へ本当に行っているの

かどうか、車というのはその目的が一つだけ

でしたら、タクシーはもう一つの目的をつけ

て行くんですけれども、マイカーでしたら寄

り道もしたり、あちこち別の用事二つ、三つ

あれば迂回という形も考えられますので、純

粋に言えば、その目的のためにタクシー券が

本当に使われているのか、確証を持てないと。

行政側から確証を持てないと、決して障がい

者やその家族を疑っているわけじゃないんで

すけれども、そういうことも考えられるとい

うことで、現在はガソリン券の利用まで踏み

込んでいないというのが現状です。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）実際には、紀の川市、

県下でいえば紀の川市だけがタクシー券も選

択制になっているんですね。どっちかを選ぶ

ということで。タクシー券を選ばれている方

のほうが多いということなんです。実際には

ね。何に使われているのか、確定できないと

いうことではありますけど、年間を通じて見

れば、どのぐらい出すかとかいろいろな考え

方はあると思いますけども、年間を通じて言

えば、通院であるとかで、自家用車を使う、

そのためだけ使うということはあると思うん

です。その都度その都度確認できないという

ことをおっしゃっているんだとは思うんです

けれども、なかなか平行線ではありますが、

はじめからできないと言うんじゃなくて、検

討の余地を残しといてもらえたらなと希望を

述べて終わらせていただきます。２番につい

ては。 

 ３番なんですけども、現状のままでお願い

しますということだったんですけれども、結

局林間田園都市駅ができてからずっと今の状

態のままできているわけですけれども、最初

の想定よりは自家用車での送迎が多かったの

かなという気はしないでもないんですが、実

際にこの場所だけじゃなくて、何箇所かで送

迎は行われているんですが、一番車が対抗す

る危険のあるのは、タクシー乗り場からオー

クワの間だと思うんです。 

 今のところ、用地確保が必要なので、どう

しようもないということではあるんですけれ

ども、やっぱり安全を考えたときに何らかの

方法を専門家の知恵とかも借りて、何らかの

方法がとれないものだろうかと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）まずはじめに、こ

れは駅広と今、要は車をとめておりますタク

シー乗り場、それにつきましては市道1254号

ということで、もともとここの道にはそうい

った一般車の走行というブースはありません。 

 といいますのは、オークワからバイパスに
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向かって２車線につきましては、右側につき

ましては、右折だまりの延長上。左の線につ

きましては、直進と左折の２車線。それと371

バイパスとオークワに向かってにつきまして

は１車線の道路ということで、道路形態は３

ｍ３ｍ３ｍの車道になっております。歩道に

つきましては、両方とも３ｍと。今、たまた

まタクシー乗り場につきましては、道路線よ

りも外側にタクシー乗り場があります。それ

は、駅広の中でタクシー広場を設けてますの

で、まず車道との延長上にはございません。 

 それで、ここの乗降客につきましては、約

１万2,000人程度あるんですけれども、乗って

いく方、その半分の6,000人といたしましても、

恐らくピーク時には約2,000人の送っていく

方が多分おるんじゃないかとということで、

その中で、一つ１バースを送ってきて10秒か

ら15秒ぐらいでおりていただいていけば、だ

いたい１バース200台ぐらいのカウントがま

ずできるんです。１時間当たりの中で考えれ

ば。 

 ただし、それが７時10分にすべて集中する

とかという形のものがありますので、その１

時間ベースでいけば、１バース当たりは約200

台から250台のとめるという能力はまずある

と考えています。 

 今、皆さんご利用いただいとるのは、その

２車線で右折だまりの線がありますので、直

進と左折の線を利用していただいて、そこに

現実約８台から10台程度の車が送迎されとる

ということになっております。  それがいっときの話ですので、それがやっ

ぱり周辺を見渡した中で、駅の近くまで行か

なくてもやはりちょっと離れとっても混んで

おれば、オークワの前あたりでおろしていた

だくとか、やっぱりちょっと遠く離れたとこ

ろでおろしてもらってあれば、そこに集中す

るということはないんですけども、それもま

ず規制はできませんので、やはり皆さんの混

んでおればちょっと遠くでもおろすとかとい

うモラルの問題でございまして、今、何とか

１車線が７台から８台ぐらいので対応は何と

か皆さんでやっていただいておるという認識

でおりますので、先ほどあのバースを増やす

ということになれば、本来なら市道上にこう

いった停車台のバースというのが、あまりほ

かにはございません。というのは、やはりど

この駅へ行っても、駅広の中でそういった送

迎用のバースをこしらえるなりとかして、駅

の中である程度対応するんですけども、これ

はもう市道上で対応するということの中で、

非常に限界がありまして、今後ともまた朝夕

等いっぺん再度どんな状態かもまた調査をし

ながら、これが何台あったから満足するとい

 本来、これはたまたま２車線ありますので、

こういったことでも停車台としては位置付け

は十分考えられるとは思っております。 

 なお、私もきのう７時半から８時ぐらいま

での１時間ぐらい間、夜行ってきたんですけ

ども、やはり夜迎えにくる車につきましては、

待ち時間が長いというのがあります。ただし、

その時間帯につきましては、約８台程度とも

う一つフォレストの駐車場の前の市道、ちょ

うど駅から向かって右側なんですけども、そ

こにも７台ほど停車しておりまして、そこで

迎えに来る車が待機しております。通常、私、

そのとき車も置けないので、オークワの駐車

場を利用させていただいて、現場を見させて

もろうたんですけども、やはり待ち時間が長

いということであれば、そのあたりのいろん

なもし無料の駐車場とかあれば、そういった

ところで待機をしていただいて、迎えに行く

とかいうのがまず可能かなと思うんですけど

も、ただし送りにつきましては、非常に恐ら

く朝の７時ぐらいが一番ピークじゃなかろう

かと思っております。 
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うとかいうので問題ではございませんので、

やはりまず調査をしてどんな形が一番将来的

にいいかというのは、また検討していきたい

と思っております。 

○議長（中西峰雄君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）検討のほう、どうぞよ

ろしくお願いいたします。終わります。 

○議長（中西峰雄君）これをもって、２番 阪

本君の一般質問は終わりました。 

 この際、２時25分まで休憩いたします。 

（午後２時８分 休憩） 

 

－94－ 


